
1-1.自転車ネットワーク計画の策定状況 参考資料2

○ 自転車ネットワーク計画の検討に着手＊１済みの市区町村の割合は、「全市区町村＊２」では7％
（119市区町村）、「市街地のある＊３市区町村」では14%（117市区町村）。

53市区町村 33市区町村 53市区町村, 

■自転車ネットワーク計画の策定状況（平成25年4月1日現在）
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検討に着手し

① 計画策定済み（過去に計画を策定しており、現在、計画見直し中も含む）

検討に着手していない検討に着手していない
市区町村1,619（93%）

② 計画検討中

③ 検討開始に向け準備中

④ 今後、検討を進める予定

⑤ 計画の必要性はあると認識しているが、検討する予定はない（又は検討できない）

検討に着手していない
市区町村732（86%）

1

⑥ 計画の必要性はないと考えている

＊１：検討に着手済みとは、「計画策定済み」、「計画検討中」、「検討開始に向け準備中」と回答したものと定義。
＊２：東京電力福島第一原子力発電所事故によりH25.4現在で警戒区域に指定されていた市区町村を除く全国の市区町村を対象。
＊３：市街地のあるとは、DIDを有すると定義。ＤＩＤとは、国勢調査で定められた「人口集中地区」。原則として人口密度が１平方キロメートル当たり4,000人以上の国勢調査基本単位区等が市区

町村の境域内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域。



1-2.自転車ネットワーク計画の策定状況（昨年度との比較）

○ 計画策定済みの市区町村は昨年度から1 5倍に増加（36 53市区町村）○ 計画策定済みの市区町村は昨年度から1.5倍に増加（36→53市区町村）。
○ 計画の検討に着手済みの市区町村は昨年度から1.1倍に増加（109→117市区町村）。
○ 昨年度、「今後検討予定」、「検討を考えていない」と回答していた市区町村のうち23市区町村

が新たに計画策定の検討に着手

H24アンケート調査 H25アンケート調査
23市区町村が新たに検討に着手

が新たに計画策定の検討に着手。

検討に着手済み

(1)計画策定済み①

H24アンケ ト調査 H25アンケ ト調査

検討に着手済み

(1)計画策定済み①

１０９ 市区町村 １１７ 市区町村（昨年度比１．１倍）
(進捗)14

(進捗)3
３６市区町村

(2)計画検討中②・準備中③

５３

６４

市区町村（昨年度比１．５倍）

市区町村（昨年度比０ ９倍）

(進捗)

(進捗)13
(進捗)7

(2)計画検討中②・準備中③

７３市区町村

(3)今後検討予定

６４ 市区町村（昨年度比０．９倍）
(進捗)7

(進捗)29
4

７３市区町村

(3)今後検討予定

検討に未着手 検討に未着手７４０ 市区町村 ７３２ 市区町村（昨年度比１．０倍）

(4)検討を考えていない

９９ 市区町村（昨年度比０．８倍）

(進捗)29

(4)検討を考えていない 11

１２０市区町村

38
６３３６２０市区町村

６７市区町村で検討が進捗

38
市区町村（昨年度比１．０倍）

2
対象市区町村：市街地のある＊849市区町村

＊：「市街地のある」とは、DIDを有すると定義



1-3.自転車ネットワーク計画の策定状況（市区町村の特性に着目した分類の考え方）

○ 市区町村の特性（市街地の状況、自転車の利用状況、自転車に関連する事故）に着目して、全
国の市区町村より３つのカテゴリーに分類し、計画の策定状況を次頁のとおり考察。

カテゴリーⅢ
市街地のある*１市区町村のうち、
自転車利用が多い*２、かつ
自転車に関連する事故が多い*３市区町村

【106市区町村】
（6.1%）

【1738市区町村】

カテゴリーⅡ
市街地のある*１市区町村のうち、

自転車に関連する事故が多い*３市区町村
【126市区町村】

（7.2%）

※東京電力福島第一原
子力発電所事故により

全国の市区町村

【1738市区町村】

自転車利用が多い*２、もしくは
自転車に関連する事故が多い*３市区町村

カテゴリーⅠ
市街地のある*１市区町村のうち

【617市区町村】
（35.4%）

子力発電所事故により
H25.4現在で警戒区域に
指定されていた市区町村
を除く全国の市区町村を
対象。

＊１：「市街地のある」とは、DIDを有すると定義
【資料：平成22年国勢調査】

＊２：「自転車利用が多い」とは、自転車分担率×総人
口がDID保有市区町村のうち上位20%と定義

市街地のある*１市区町村のうち、
カテゴリーⅡとⅢ に含まれない市区町村

口がDID保有市区町村のうち上位20%と定義
（閾値：18,890人） 【資料：平成22年国勢調査】

＊３：「自転車に関連する事故が多い」とは、道路延長
あたりの自転車関連事故件数がDID保有市区町

義 値
その他の市区町村

【889市区町村】
（51.2%）

村のうち上位20% と定義（閾値：0.274件/km/年）
【資料：平成22～24年警察庁統計、イタルダ（公益財団法人交通事故

総合分析センター）提供の事故データ】
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1-4.自転車ネットワーク計画の策定状況（市区町村分類ごとの計画策定状況）

○市街地のある市区町村のうち、自転車利用が多い、もしくは自転車に関連する事故が多い市区町○市街地のある市区町村のうち、自転車利用が多 、もしくは自転車に関連する事故が多 市区町
村（カテゴリーⅡ）では、計画検討に着手済みの市区町村の割合は、３３％（41市区町村）。

○市街地のある市区町村のうち、自転車利用が多い、かつ自転車に関連する事故が多い市区町村
（カテゴリーⅢ）では、計画検討に着手済みの市区町村の割合は、４８％（51市区町村）。

○自転車利用が多く、自転車関連事故の多い市区町村では、計画検討が進んでいる傾向が見られ
る。

カテゴリーⅠ カテゴリーⅡ カテゴリーⅢ

計画の検討に 計画の検討に 計画の検討に

市街地のある*１市区町村のうち
カテゴリーⅡとⅢに含まれない
市区町村

市街地のある*１市区町村の中で
自転車利用が多い*２、もしくは
自転車に関連する事故が多い*３市区町村

市街地のある*１市区町村の中で、
自転車利用が多い*２、かつ
自転車に関連する事故が多い*３市区町村

着手済み市区町村

25(4%)

617
市区町村

計画の検討に

着手済み市区町村

41(33%)

126
市区町村

計画の検討に

着手済み市区町村

51(48%)

106
市区町村

計画の検討に着手

していない市区町村

592(96%)

市区町村

計画の検討に着手

していない市区町村

85(67%)

市区町村

計画の検討に着手

していない市区町村

55(52%)

市区町村

85(67%) ( )

該当する617市区町村(35.4%)には

○全国*4の自転車利用者の
21%が集中(3,056千人)

○全国*4の自転車事故の

該当する126市区町村(7.2%)には

○全国*4の自転車利用者の
23%が集中(3,437千人)

○全国*4の自転車事故の

該当する106市区町村(6.1%)には

○全国*4の自転車利用者の
52%が集中(7,746千人)

○全国*4の自転車事故の

＊１：「市街地のある」とは、DIDを有すると定義 【資料：平成22年国勢調査】 ＊２：「自転車利用が多い」とは、自転車分担率×総人口がDID保有市区町村のうち上位20%と定義 【資料：平成22年国勢調査】
＊３：「自転車に関連する事故が多い」とは、道路延長あたりの自転車関連事故件数がDID保有市区町村のうち上位20% と定義 【資料：平成22～24年警察庁統計、イタルダ（公益財団法人交通事故総合分析

センター）提供の事故データ】 ＊４：「全国」とは、全ての市区町村を対象とする。 4

○全国*4の自転車事故の
18%が集中(26千件/年)

○全国*4の自転車事故の
24%が集中(35千件/年)

○全国*4の自転車事故の
53%が集中(75千件/年)



２．昨年度から計画の検討が進捗した理由

○ 昨年度から計画検討が進捗した市区町村の約半数（48%）は、「安全で快適な自転車利用環境
創出ガイドライン（以下、ガイドラインという）」の発出を理由として挙げている。

○ 具体的には「自転車通行空間の計画・設計手法が示されたこと」、「具体の整備形態（空間的制
約の対処等）が示されたこと」や「自転車ネットワーク計画の必要性が示されたこと」を理由とし
て挙げている市区町村が多い。

■ガイドラインのどの部分が参考とな たか？

■ガイドライン発出によりネットワーク検討が進捗したか？

7市区町村

16

0 5 10 15

自転車通行空間の計画・設計手法（全般）が示された

■ガイドラインのどの部分が参考となったか？ （件）
7市区町村
（10％）

14

8

具体の整備形態が示された（自動車速度・交通量の目安、空間的制約の対処等）

自転車ネットワーク計画策定の必要性が示された

67市区町村

32市区町村
（48％）28市区町村

4

3

路線の選定方法が示された

その他ガイドラインにより進捗

その他の理由により進捗

答

（42％）

5

対象市区町村：市街地のある＊市区町村のうち計画の検討が進捗したと回答した6７市区町村
総回答数 ：N=８７ （複数回答）

未回答

＊：「市街地のある」とは、DIDを有すると定義



３．計画の検討に着手していない理由

○ 計画の検討に着手していない主な理由としては 「自転車通行区間を整備する余地がない」と○ 計画の検討に着手していない主な理由としては、「自転車通行区間を整備する余地がない」と

いった空間制約上の課題、「自転車利用や自転車に関連する事故が少ない」といった必要性の

低さ、「幹線道路や歩道等の整備を中心」といった他の事業計画を優先といった回答が多くみら

れたれた。

■自転車ネットワーク計画を検討しない理由
（件）

142

44

23

0 20 40 60 80 100 120 140 160

自転車通行空間を整備する余地がないため（幅員、用地）

地形条件により自転車利用に制約があるため

検討する体制が整っていない

制約（空間・地形・
人的）がある

（件）

23

14

106

60

47

検討する体制が整っていない

既に自転車歩行者道を整備したため

幹線道路や歩道等の整備を中心

財源が確保できないため

公共交通中心のまちづくり
他の事業計画
を優先公共交通中心のまちづくりを考えているため

12

10

123

20

災害復旧事業を優先しているため

他の事業計画優先（具体的な事業の記述なし）

自転車利用や自転車に関連する事故が少ない、自転車利用を考えていない

計画の必要性を感じない（根拠不明） 必要性が低い、
感じない

を優先

自転車利用や自転車に関連する事故が少ない

17

14

30

27

56

市区町村独自の計画は考えていない

積雪寒冷地で自転車利用ができる期間が短いため

今後必要に応じて検討

まだ検討していない、未定

その他

今後必要に
応じて検討

感じない

56その他

6

対象市区町村：市街地のある＊633市区町村（計画検討を考えていない市区町村）
総回答数 ：N=745 （複数回答）

＊：「市街地のある」とは、DIDを有すると定義



４．国に求める支援について

○ 国に求める支援内容としては、「財政的支援」、「他の自治体等の事例紹介」、「自治体担当者
向け勉強会・講習会の実施」との回答が多く見られる。

○ その他、「調査分析に対する支援」、「ガイドラインの記載項目の充実」等、様々な支援を求めて
いる。

■国に求める支援内容

384

0 50 100 150 200 250 300 350 400

財政的支援

■国に求める支援内容
（件）

373

342

214

他の自治体等の事例紹介

自治体担当者向け勉強会・講習会の実施

自転車利用環境に関する解決困難な課題の調査・分析に対しての支援
様々な支援を

175

162

154

62

自転車関連基礎データの公表・調査支援

ガイドラインの記載項目の充実

関係機関との調整

アドバイザーの派遣

様々な支援を
求めている

62

25

97

アドバイザ の派遣

その他

特にない

7

対象市区町村：市街地のある＊642市区町村（計画策定を考えていない市区町村を除
く）総回答数 ：N=1,988（複数回答）

＊：「市街地のある」とは、DIDを有すると定義



（参考）計画の路線選定の考え方

○ 計画を策定済み（または計画検討中）の市区町村の多くは 「通勤・通学などの自転車の交通量○ 計画を策定済み（または計画検討中）の市区町村の多くは、「通勤・通学などの自転車の交通量

が多い路線」、「自転車と歩行者の錯綜、自転車事故が多い路線」を選定する市区町村が多い。

○ その他、「駅や学校などの主要施設と居住地間を結ぶ路線」、ネットワークの連続性を確保すべ

き路線」とい た面的なネ トワ クを意識した路線選定を行う市区町村も多いき路線」といった面的なネットワークを意識した路線選定を行う市区町村も多い。

■自転車ネットワーク計画における路線選定の考え方

55

0 10 20 30 40 50 60

通勤・通学などの自転車交通量が多い路線

（件）

31

31

23

自転車と歩行者の錯綜、自転車事故が多い路線

駅・学校などの主要な施設と居住地間を結ぶ路線

ネットワークの連続性を確保すべき（できる）路線

17

10

6

自転車利用を促進したい路線、快適に走行できる路線

既に自転車通行空間が整備されている路線

将来的に自転車の利用増加が見込める路線

12

4

7

早期の整備が可能な路線

公共交通など補完的な役割を果たす路線

その他

ガイドラインにおいて記載
されている路線選定基準

8

対象市区町村：市街地のある＊市区町村のうち計画策定済みまたは計画検討中と回答した86市区町村
総回答数 ：N=197（複数回答）

＊：「市街地のある」とは、DIDを有すると定義


